
【概要】

※主な質問や意見を項目別に分類し、同一者からの複数意見はそれぞれ集計したもの。【】は同様の意見数。

項　目

⑴財源確保策の検討
①宿泊税の導入と併せて、固定資産税の超過課税を廃止すること

や、税率を下げることは考えていないのか。【計8件】

②町内では、大規模施設の建設が続いていることを考慮すると、
宿泊税ではなく固定資産税の超過課税の税率を上げるほうが公
平ではないのか。

③新たな財源確保策の導入にあたっては、宿泊客から宿泊税を徴
収するだけではなく、日帰り客にも負担してもらう方策を検討
してほしい。【計8件】

④宿泊税の導入にあたり、入湯税の制度内容に変更が生じること
はあるのか。

⑤宿泊事業者の負担を考慮し、固定資産税の超過課税、入湯税、
宿泊税等の税や徴収事務をそれぞれ負担させるのではなく、何
らかの方法に一本化してほしい。

⑥将来的に幅広い観光客から負担してもらう方策の導入も想定し
ているのであれば、宿泊税ではなく観光税という名称にすべき
ではないか。【計3件】

⑦海外の国立公園が実施しているように、入域税の検討も行うべ
きである。

⑧コロナ禍から観光客数は増加しており、ふるさと納税による歳
入も増えている状況で、なぜ財源不足が見込まれるのか。

⑨既に入湯税を実施しているため、一緒に宿泊税も徴収すれば簡
単といった安易な理由で宿泊税に決定したのではないか。【計
4件】

⑩町職員が町内に居住し、税収を増やしていくことも考える必要
があるのではないか。

⑪財源不足の解決策として単に税を徴収するのではなく、新たな
産業を興すことに投資する考えは持っていないのか。

⑵検討会議
①検討会議で宿泊税の制度内容を検討するのであれば、宿泊事業

者の意見を反映させるために、宿泊事業者の委員をもっと増や
すべきである。【計2件】

⑶宿泊税の制度内容
（課税客体）

①申告納税義務を果たさない宿泊事業者に罰則規定を設けること
や、町が申告指導を行うことなど、不申告が生じないために
も、公正な制度設計をお願いしたい。【計6件】

②町が把握している入湯税の課税対象施設以外に、今回新たに特
別徴収義務者となる宿泊施設について、今後どのように捕捉し
ていくのか。【計2件】

③課税客体の対象とする宿泊施設には、寮・保養所も含まれるの
か。

宿泊税の検討状況に関する説明会における主な質問や意見

質問・意見の内容
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【概要】

項　目 質問・意見の内容

⑷宿泊税の制度内容
（税率設定の考え方）

①税額350円の妥当性は判断できないが、税率は一律定額制にし
てほしい。【計2件】

②宿泊料金が日々変動している中で、段階的定額制の場合は、税
率設定が複雑になるため、宿泊客に説明しやすく、わかりやす
い一律定額制が良い。【計2件】

③税額350円であっても、実質的に宿泊料金が値上げになること
で、観光客に箱根以外の観光地を選択されてしまうことを懸念
する。

④一律定額制の理由として税の公平性が挙げられているが、定率
制もある意味宿泊料金に応じて公平な負担となるため、公平性
を理由とすることに疑問を感じる。

⑤一律定額制の場合に必要と試算された350円では高いと感じて
いるため、所要額のうち10.0億円を占める財源不足額を見直し
ていくことも必要である。

⑥一律定額制の税率の試算にあたっては、令和５年の宿泊者数で
はなく、最新の宿泊者数をもって試算すべきである。【計3
件】

⑦町内の宿泊施設の宿泊料金には幅があり、小規模な宿泊施設の
場合、特に税負担の影響が大きいため、段階的定額制も検討し
てほしい。【計2件】

⑧高額な宿泊施設は税率の占める割合は低いが、低廉な宿泊施設
は税率の占める割合が高くなるため、不公平感を感じることが
考えられる。【計2件】

⑨先行団体のうち、導入から数年間は税率を下げている団体もあ
るが、町ではそのような税率設定を行う考えはあるのか。

⑩最初から所要額をもって税率を試算するのではなく、まずは低
い税率で導入し、財源不足分は宿泊税以外の方策を検討してい
くべきではないか。

⑪国内観光客と外国人観光客の税率に差を設けることは検討しな
いのか。

⑸宿泊税の制度内容
（非課税事項）

①連泊など滞在期間が長い場合、宿泊税を減免する考えはあるの
か。

②宿泊税に非課税規定を設ける場合のルールや手続きは、今後
しっかりと検討してほしい。
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【概要】

項　目 質問・意見の内容

⑹宿泊税の制度内容
（税収の使い道）

①今回のたたき台で示された使い道は、抽象的な内容で実際に何
のために使われるかわからないため、もっと具体的な施策を示
してほしい。【計4件】

②税収が町の試算額を上回った場合には、一般財源として使うの
ではなく、全て観光施策の充実分に使ってほしい。

③観光客を受け入れるための行政サービスの必要性は理解する
が、目的税として導入し、もっと観光施策の充実分の割合を増
やしてほしい。【計2件】

④町民の立場としては、持続的な行政運営に使われることを望む
が、徴収される観光客のことを考えると、観光施策に積極的に
活用していく必要があるのではないか。

⑤単に財源不足を理由にするのではなく、宿泊事業者が宿泊税を
使ってどのような観光施策を行っていくのかを宿泊客に説明で
きるようにしてほしい。

⑥使い道の検討にあたっては、宿泊事業者をはじめ観光事業者か
ら十分に意見を聴取してほしい。

⑦実際に税を徴収する宿泊事業者にメリットを感じるような施策
も検討してほしい。

⑧人手不足が課題の宿泊施設も多いため、人材確保の取組みも検
討してほしい。

⑨交通インフラの整備や渋滞対策など、観光客だけではなく町民
や通勤者にも関わる施策への活用も検討してほしい。【計4
件】

⑩林道整備のように、特定の地域や関係者に関する事業であって
も、丁寧に検討してほしい。【計2件】

⑪宿泊税の税収を観光客だけではなく、観光事業者や町民にしっ
かりと還元してほしい。

⑫観光振興だけではなく、町民対象の行政サービスにも活用して
ほしい。【計2件】

⑬観光振興だけでなく、町民の利便性向上に繋がる施策に活用す
る必要はあるが、普通税にし、何にでも使える一般財源となる
ことを危惧する。

⑭入湯税は目的税にも関わらず、年々使い道が広がってるように
感じているため、宿泊税も同様の使い方になることを懸念す
る。【計2件】

⑮ごみ処理や消防については、入湯税と宿泊税で使い道が重複す
ると思うが、どのように使い道を整理するのか。

- 3 -



【概要】

項　目 質問・意見の内容

⑺宿泊税の制度内容
（その他）

①入湯税でも説明や理解を求めることに苦慮している中で、宿泊
税も加わると、インバウンドなど宿泊客への説明がさらに複雑
になり、徴収に対して理解が得られないことを懸念する。【計
8件】

②特別徴収義務者の負担を軽減するために、土日を含め、町が苦
情に対する窓口を設置するなど、大きなトラブルになった際に
町がフォローする体制を検討してほしい。【計2件】

③宿泊税の周知にあたり、宿泊施設に町が作成した掲示物を設置
するだけでも、宿泊事業者は、宿泊者に対して町の制度に則り
特別徴収を行っていると説明しやすくなるため、それら掲示物
の作成について多言語化も含めて検討してほしい。

④一部のオンライン旅行代理店には、宿泊税や入湯税を含めた宿
泊料金の総額で表示しなければならないため、税を含めた宿泊
料金に手数料が生じているという実態を町は把握しているの
か。また、町として是正を求めるつもりはあるのか。

⑤宿泊税の徴収にあたり、クレジットカードやオンライン決済に
伴う手数料負担などが生じることも十分に考慮したうえで、相
応の交付金を支給してほしい。

⑥単に先行団体と同じ制度内容という理由ではなく、先行団体が
その制度内容を採用した理由を調査したうえで、箱根町に適し
た制度内容を検討すべきである。

⑦町が宿泊税を導入した後、県が導入した場合の二重課税の可能
性をどのように考えているのか。

⑻今後のスケジュール
①宿泊税の制度内容の検討にあたっては、検討会議だけではな

く、可能な限り広く意見を聞いて検討してほしい。【計2件】

②集中して議論を積み重ねることで、宿泊税の導入時期を町の想
定より半年程度早めることができるのではないか。

③宿泊税の議論が進まず町の行財政運営が立ち行かないのであれ
ば、宿泊事業者も協力するので、持続可能な町を維持していく
ためにも、導入に向けた検討を進めてほしい。

⑼アンケート調査の実施
①宿泊事業者は真剣に回答しているので、アンケート結果も踏ま

え、しっかりと制度内容を検討してほしい。

②アンケート結果や宿泊税の検討経過については、町民に対して
もわかりやすい形で周知を図ってほしい。
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